
 

 

つ く ろ う ・ の ば そ う ！ ス ポ ー ツ プ ロ ジ ェ ク ト 

「つくる」プログラム スポーツ活動奨励事業 実施要項 
 

１ 目  的 

   小学生を対象に小学校の体育授業や学級活動・特別活動のほか、総合型地域スポーツ

クラブにおける活動等へ、専門の指導者を派遣し、小学校期の子どもたちが運動やスポ

ーツを実践する機会を提供する。 

 

２ 主  催 

    岡山県  岡山県教育委員会 

 

３ 実施期間 

  令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

４ 実施主体 

  小学校  総合型地域スポーツクラブ 

 

５ 対  象 

  小学生（小学校・総合型地域スポーツクラブ所属の児童） 

 

６ 事業内容 

  さまざまな運動やスポーツを実践するために、小学校や総合型クラブに専門指導者を 

派遣する。 

 

７ その他 

（１）派遣指導者は、当該競技団体等へ依頼する。 

（２）主な種目は、陸上運動・器械運動・水泳・ボール運動を中心とする。 

（３）実施する学校や地域の特色、児童の実態を踏まえ、１～３回の範囲で別紙「実施 

計画(兼申請書)」を作成し、県スポーツ振興課へ直接申請する。 

（４）令和６年度においては、小学校・総合型地域スポーツクラブ１０～１４団体程度 

を公募するが、申請状況(実施回数)によってはこの限りでない。 

（５）１校・１団体につき、原則１回の申請とする。 

（６）派遣指導者は、１校・団体につき２名を上限とする。 

（７）学校における実施にあたっては、学校教育活動の一環として行う。 

（８）総合型地域スポーツクラブにおける実施にあたっては、２時間単位とする。 

（９）実施する会場は、学校のみならず、公共の運動施設の利用が可能である。 

（10）指導者の派遣に関すること(依頼・指導経費)、会場使用料(公共の運動施設利用の 

場合)等については、予算の範囲内で県が負担する。 


